但馬検定実行委員会設置要綱

（目的）

第１条　但馬の魅力を世界に発信し、但馬の持つブランド力を一層強化するために、但馬の歴史、史跡、神社、寺院、建築、庭園、美術、伝統工芸、伝統文化、祭、行事、料理、ならわし、ことば、伝説、地名、自然、観光学等但馬に関すること全般を出題範囲とした但馬検定試験を実施することを目的とする。
（設置及び構成）

第２条　前条の目的を達成するため、財団法人但馬ふるさとづくり協会（以下「協会」という。）に但馬検定実行委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
２　委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の職にある者をもって充てる。

（１）協会の構成市町の評議員

（２）兵庫県立但馬文教府長

（３）但馬に関し識見を有する者であって、協会の理事長（以下「理事長」という。）が指名する者

３　委員の任期は、平成２４年３月３１日までとする。
（所掌事務）
第３条　委員会は、但馬検定のための次に掲げる業務を所掌する。

（１）公式テキストブックの作成

（２）試験問題の作成

（３）試験の実施

（４）その他、委員会の目的達成に必要な事務

（組織及び運営）

第４条　委員会に座長１名を置く。

２　座長は、会務を総理し、委員会を代表する。

３　委員会の議長は、座長が当たる。

４　座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、理事長が指名する者が座長の職務を代理する。
（運営費等）
第５条　委員会の運営経費は、協会の予算をもって充てる。

２　委員には、但馬広域行政事務組合の関係条例を準用して、費用弁償及び報酬を支給することができる。ただし、関係条例により難い場合は、理事長が別に定めるものとする。

（事務局）

第６条　委員会の事務局は、協会に置く。
（補則）

第７条　この要綱に定めのない事項は、座長が理事長に稟議して定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成１８年３月１６日に施行する。

　　　附　則

　この要綱は、平成２１年４月１日に施行する。

